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[第38回岡山実験動物研究会の開催]

本年11月24日(水)午後 1時30分からメルパルク岡

山(郵便貯金会館,岡山市桑田町)で岡山県新技術振

興財団の後援で開催 します｡この研究会では特別講

演3題を予定しています｡9月22日(水)開催予定の常

務理事会で特別講演の企画や講師について協議する

ことにしていますので､講演内容や講師にご希望の

ある方は事務局(国枝)または最寄 りの常務理事にお

知らせいただきますようお願い致 します｡本研究会

のご案内は､会のプログラムが出来次第会月の皆様

にご案内いたします｡

[事務局からのお知 らせ]

岡山実験動物研究会は会月皆様のご指導とご支援

により､今年12月創立17年日を迎えることになりま

した｡前年度役員が再任され､今年から2年間新た

な気持ちで､より一層地域に根差した活動が展開で

きるよう努力していく所存です｡今後も､㈱林原生

物化学研究所 ･藤崎研究所の関係者のご協力を頂き

ながら､取 り組んでいきたいと考えておりますの

で､会員の皆様には引き続きご鞭桂とお力添えを賜

わりますようお願い致 します｡

会の運営､企画などにご希望､ご意見がありまし

たら､ご遠慮なく事務局または最寄りの常務理事ま

でご連絡下さい｡事務局住所は下記の通りです｡

〒700-8530 岡山市津島中1丁目1-1

岡山大学農学部 国枝 哲夫

TEL:086-251-8314

FAX:086-251-8388 (庶務係)

E-Jnai1:tkunieda@cc.okayama-u.ac.jp

[会費納入のお贋い】

平成11年度の年会費として､正会員は1,000円,賛

助会員は30,000円(一口)を徴収いたしますので､本

会報に挿み込まれている郵便払込通知票を用いて､

年会費を郵便局からお振 り込みくださいますようお

願いいたします｡

[篇集後記]

発行が予定より大幅に遅れてしまいましたが､お

忙 しい中､記念講演,特別講演の先生方や会員から

ご寄稿をいただきましたことを厚くお礼申し上げま

す｡今年は臓器移植の応用臨床が度々行われ､その

度に脳死判定の問題や臓器提供者の家族の心情､意

向が取 り上げられました｡また､東大阪市のベン

チャー企業が解読スピードを画期的に早めるDNA増

幅機器を開発し､これからのヒト遺伝子解読が加速

するものとみられています｡今年は人が初めて月に

到着してから30年後ということで､記念の宇宙飛行

も行われました｡

さて､今回は研究会だよりの中に地域実験動物研

究会の活動紹介を企画しました｡各研究会とも創意

を凝らして地域に根差 した活動を展開しています｡

活動紹介に当たって､各研究会の事務局担当の先生

方にご協力をいただきました｡この紙面を借りて厚

くお礼申し上げます｡今後とも､これらの研究会と

の情報交換を密にし､地域性を生かした活動が展開

できるよう願っています｡

寄稿の件で問い合わせがありましたので､年内に

投稿規定を作成し､次号に掲載することを考えてい

ます｡会報の編集に関してのご希望､ご意見などを

お寄せ下さい｡
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岡山実験動物研究会会則

(名 称)

第 1条 本会は岡山実験動物研究会 (英文名 :

OkayamaAssociationforLaboratoryAnimal

science)と称する｡

第 2条 本会は岡山県内並びに県外において実験

動物及び動物実験に関心をもつ人々によって組

織された団体である｡

(目 的)

第 3条 本会は実験動物及び動物実験についての

知識の交流をはかり､あわせてこれら関連領域

の進展に寄与することを目的とする｡

(事 業)

第 4条 本会は前条の目的を達成するために次の

事業を行う｡

1.学術集会､講演会等の開催

2.会誌及び関係学術資料の刊行

3.会貞相互の連絡

4.その他必要と認められる事業

(会 員)

第 5条 本会の会月は次の通 りとする｡

1.正会貞 本会の目的に賛同して､所定の

入会申込書を捷出した個人とす

る｡

2.賛助会員 本会の目的に賛同し､理事会の

承認を経て所定の入会申込書を

提出した個人または法人とする0

3.名誉会貞 本会の発展に功労があった者で､

理事会の承認を経て推薦された

者とする｡

(役 員)

第 6条 本会に次の役員をお く｡

1.理 事 15名以上20名以内 (うち､

会長 1名及び常務理事若干名)

2.監 事 2名

3.評議貞 若干名

(役月の選任)

第 7条 会長及び常務理事は理事の互選によりこ

れを定める｡ 理事は正会員の互選により選出さ

れた者とする｡ 監事及び評議月は理事会が選出

し､会長がこれを委嘱する｡

(役月の職務)

第8条 役員の職務は次の通 りとする｡

1.会長は本会を代表し､会務を統轄する｡

必要に応 じ理事会及び常務理事会を召集する｡

会長に事故あるときは､理事の互選により1

名を選び､会長の職務を代行する｡

2.理事は理事会を組織 し､本会の会務を審議

し､議決する｡

3.常務理事は会長を補佐 し､庶務､会計､渉

外､集会､広報などの実務を担当する｡

4.監事は本会の会計を監査する｡

5.評議員は評議貞会を組織 し､会長の諮問を

うけ､重要事項を審議する｡

(役月の任期)

第9条 本会の役月の任期は2年とし､再選は妨

げない｡

(会 計)

第10粂 本会の経費は正会貞並びに賛助会員の会

費､寄付金､その他の収入をもってこれにあて

る｡会計年度は暦年度とし､会費は別に定める｡

(運営規則)

第11条 本会の運営はこの会則によるが､会則の

変更は理事会の議決を経て､総会の承認を受け

ることとする｡

(総会の構成)

第12条 総会は正会月をもって組織する｡

(退 会)

第13条 会員が脱会しようとするときは､脱会届

けを会長に提出しなければならない｡

(事務局)

第14粂 本会に事務局を置 く｡

本会則は平成2年 12月 1日より施行する｡




